行政書士事務所状況報告書

令和　　　年　　　月　　　日
愛知県行政書士会　会長　殿
氏名　　　　　　　　　　　　　　職印
私は下記のとおり、変更しましたのでご報告します。

記
■FAX番号　（FAXを設置していない場合は「なし」とご記入ください。）
	自　　宅
	
	事務所
	



■事務所形態　（該当の□に☑をご記入ください。)
	項目
	内　　　　　容

	形態
	□自宅兼事務所
※1
	□自宅以外の
独立事務所
	□共同・合同事務所
	□法人内事務所
※2

	
	※1　自宅兼事務所の場合は、行政書士事務所専用の一室が必要です。

	
	※2　法人内事務所の場合は、誓約書（様式）の提出が必要です。　
法人等の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
各種団体、法人等の事務所内に行政書士事務所を設置する場合は、行政書士業務がその法人等の支配に服さず、かつ一般の利用者を拒むことがなく、事務所機能を確保できる状態が必要です（法人等の事務所とは別の入口及び隔離された一室であること。法人等の事務所内に机だけを置くことは不可）。

	使用権
	□自己所有
	□親族所有
	□自己賃貸
	□転貸借

	入口及び
表札掲示場所
	□不特定多数の一般依頼者が、行政書士事務所と認識できる入口及び表札の掲示

	設備
	□事務用机・椅子
	□電話
	□書類保管庫（鍵付き）

	
	□書類作成装置（パソコン等）
	※太枠内の設備は必須です。

	
	□コピー機
	□金庫

	
	□用紙、雑品等収納庫または収納棚
	□業務用図書および図書棚

	
	□事務所入来者控用具（テーブル・椅子・記載台等）

	行政書士以外
の類似資格
	□同一事務所での兼業（該当資格に○）※別事務所での兼業は原則出来ません。
弁護士　弁理士　公認会計士　税理士　司法書士　建築士　調査士　社労士　宅建士　測量士　　
不動産鑑定士　海事代理士　その他（会計士補　測量士補）

	行政書士以外
の勤務
	□無　　□有　　勤務先名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
有の場合、誓約書（様式）の提出が必要です。



■業務執行上の遵守事項　（確認後、□に☑をご記入ください。）
	· 行政書士業務は他人に行わせず、自らの責任において受託し、処理しています。

	· 取扱業務についての帳簿を備えつけ、記載・管理しています。

	· 誠実に行政書士業務を行うとともに、行政書士の信用または品位を害するような行為はしていません。

	· 行政書士業務の報酬は行政書士または行政書士法人として収受し、所得税または法人税の確定申告をしています。

	· 行政書士業務は、正当な理由なく遅らせたり、依頼を拒むことはしていません。


以上
